
１． 愛媛県地域環境保全基金の残高等

②

③

④

⑤

⑥

２． 保有割合

⑧

⑨

⑩

保有割合の算定根拠
　

運用型：運用益見込額÷事業費（次年度見込額）
　

取崩型：基金残高÷事業費（次年度から終了年度までの見込額）

３． 事業一覧

合計 一般財源等 基金充当額

1 5,476,497 5,476,497 100% 10,979,212 135,067,194

2 8,536,024 8,536,024 内寄附金1,200,000 61% 15,070,000 73,542,878

3 15,119,451 15,119,451 -46% 16,059,000 111,460,201

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

29,131,972 0 29,131,972 42,108,212 320,070,273

４．基金事業の目標に対する達成度

（別紙）

金額（単位:円） 備　考

①

基金総額（前年度末基金残高） 347,959,829

内訳

うち、国費相当額 173,979,915

うち、地方負担相当額 173,979,914

基金運用益 42,416

うち、負担附寄附金等

その他収入 1,200,000

負担附寄附金等 0

返納額 0

基金執行額（処分額） 29,131,972 内訳は下表のとおり

⑦

基金残高 320,070,273 （＝①＋②＋③＋④－⑤－⑥）

内訳

うち、国費相当額 160,035,137

うち、地方負担相当額 160,035,136

うち、負担附寄附金等

次年度の基金類型 取崩型 金額（単位:円） 備考

基金残高 320,070,273

事業費（次年度から終了年度までの見込額） 320,070,273

保有割合 100% =（⑧／⑨）

番号 事業名
事業費

備考
事業費

（終了まで）

低炭素社会の実現に向けた県民活動促進事業

循環型社会づくりのためのライフスタイル転換促進事業

100年先も生きものみんなやさしい愛顔推進事業

達成度
事業費

（次年度）

成果指標

「目指すべき3つの社会の実現」
（成果指標）
（1）県内の温室効果ガス排出量　17,673千t-CO2の達成
（2）県民１人１日当たり排出量（一般廃棄物）868gの達成
（3）生物多様性の認識度60％の達成

合　　　計

成果実績
（1）令和元年度県内の温室効果ガス排出量　17,289千t-CO2
（2）令和２年度県民１人１日当たり排出量（一般廃棄物）886g
（3）生物多様性の認識度52.7％の達成

目 標 値
（1）県内の温室効果ガス排出量　17,673千t-CO2の達成
（2）県民１人１日当たり排出量（一般廃棄物）868gの達成
（3）生物多様性の認識度60％の達成

達 成 度
（1）100.0%（基準年排出量22,922千t-CO2に対して）
（2）60.9%（基準年（H27年度）排出量914gに対して）
（3）-46.0%（認知度５％向上の目標に対して）



事業番号1

１．目的及び目標（値）

２．概要

３．根拠法令等

４．実施内容等

事 項 名 地球温暖化対策推進事業 開始年度 令和元年度

担当部署 環境政策課 終了年度 令和9年度

令和3年度 事業報告書

事 業 名 低炭素社会の実現に向けた県民活動促進事業 新規・継続区分 継続

(１)目的
　低炭素社会の実現に向けた県民活動の推進

(２)目標
・温室効果ガス排出量を2030年度に2013年度比で27％削減

　県民一人ひとりが地球温暖化対策に対する意識を持ち、エネルギー消費の少ないライフスタイル・ビジネススタイルへの
転換を図っていくため、CO2削減につながる賢い選択「クールチョイス」の普及啓発・活動支援や環境教育の充実・強化を
図る。

愛媛県環境基本条例
愛媛県地球温暖化対策実行計画

（１）省エネルギーセミナーの開催
　　　企業のほか環境マイスター、地球温暖化防止活動推進員を対象に、省エネに関する技術情報や省エネの取組事例
　　　などの情報を幅広く提供するセミナーを開催(年間１回）した。
　　　○開催日：令和３年10月26日
（２）脱炭素型ライフスタイルの推進
　　　幅広くクールチョイスの意識啓発を行うため、ポスターの掲示等を通じた「クールビズ・ウォームビズ」の呼び
　　　掛けや、「温泉」・「自転車」の利用促進により家庭からの温暖化対策を促すキャンペーンを実施した。
　　　また、地球温暖化対策の取組や気候変動への実感をテーマにした川柳を募集し、普及啓発に活用したほか、身近に
　　　できる地球温暖化対策についての動画を作成し、県施設及びホームページで配信+B40した。
　　　さらに、SDGsの普及啓発のため、中学生を対象としたワークショップを開催したほか、2050年脱炭素社会・アク
　　　ションプラン宣言を募集し、県内の機運醸成を図った。
　　　○クールビズ　実施期間：５月～10月　　　実施機関：573企業・団体、20市町
　　　○ウォームビ　実施期間：11月～３月　　　実施機関：518企業・団体、20市町
　　　○温泉でほっ！とシェアキャンペーン　　　温泉シェアスポットの登録数：58施設
　　　○自転車でエコ通勤キャンペーン
　　　　　えひめツーキニストクラブ会員：555名
　　　　　自転車ツーキニスト推進事業所：47事業所
　　　　　えひめツーキニスト応援隊：99事業所
　　　○地球温暖化対策川柳　総応募数：498句
　　　○クールチョイス動画　ホームページでの総再生回数：延830回
      ○マイSDGｓ実践促進事業　11月10日、11日（108名）　12月16日（32名）
　　　○2050年脱炭素社会・アクション宣言　登録事業者数：54社
（３）気候変動適応策の普及啓発

　　　適応策の必要性や内容を周知するためのCMを作成し、放送したほか、県HPや動画サイトなどで配信した。

　　 また、県内学生から適応策のイメージポスターを募集し、優秀作品を表彰するほか、展示や環境冊子等に掲載
　　　することにより県民へ適応策の普及啓発を図った。
      ○気候変動適応普及啓発CM　放送回数：18回　アプリ・YouTubeでの視聴回数：723回
　　　○イメージポスターコンクール　総応募数：14校118点
（４）県民活動支援事業
　　　環境活動グループ等が自主的に行う勉強会に、講師として環境マイスターを派遣した。
　　　○派遣回数：４回
　　　また、より高度な環境知識の習得のために実施する、外部講師による「えひめ環境大学」の開催は、新型コロナ
　　　ウイルス感染症の影響により中止となった。



事業番号2

１．目的及び目標（値）

２．概要

３．根拠法令等

４．実施内容等

事 項 名 新エネルギー等導入促進事業 開始年度 令和元年度

担当部署 環境政策課 終了年度 令和9年度

令和3年度 事業報告書

事 業 名 低炭素社会の実現に向けた県民活動促進事業 新規・継続区分 継続

(１)目的
　低炭素社会の実現に向けた再生可能エネルギー及び水素エネルギーの導入促進

(２)目標
・温室効果ガス排出量を2030年度に2013年度比で27％削減

地域レベルでの再生可能エネルギー等の導入促進を図るため、家庭や企業向け普及啓発を行う。

愛媛県環境基本条例
愛媛県地球温暖化対策実行計画

（１）再生可能エネルギー及び水素エネルギー普及セミナーの開催
　　　企業や自治体などを対象に、再エネや水素エネルギーに関する技術情報や導入事例などの情報を提供する
　　　セミナー・勉強会を開催し、セミナーで得た知識を個々の活動に生かしてもらうことで、効率的に知識の普及を図っ
た。
      また、次世代を担う小学生を対象に、水素エネルギー教室を開催した。
　　　〇新エネルギー導入促進協議会：令和４年３月15日
　　　〇水素部会勉強会　　　　　　：令和４年３月15日
　　　〇水素エネルギー教室　　　　：令和３年10月30日
（２）子ども向け再エネ勉強会の開催
　　　次世代を担う小学生を対象に、再生可能エネルギーに関する出前講座（年間６校）や再エネ施設の見学会
　　　（年間１回）を開催した。
　　　〇新エネルギー教室（出前講座）：10/28、11/22、12/6、1/28、2/17、2/18
　　　〇新エネルギー見学会　　　　　：令和３年７月31日



事業番号3

１．目的及び目標（値）

２．概要

３．根拠法令等

４．実施内容等

(１)目的
　循環型社会づくりのためのライフスタイル転換の促進

(２)目標
・県民１人１日当たり排出量（一般廃棄物）868gの達成

　県民一人ひとりが、従来の大量生産・大量消費型かつワンウェイ型のライフスタイルを見直し、循環を基調とした生活の
豊かさと環境の保全を両立させたライフスタイルへの転換を図っていくため、食品ロスやプラスチックごみの削減のほか、
リサイクル製品の利用促進等の３Ｒに関する各種普及啓発事業を実施する。

えひめ循環型社会推進計画
えひめプラスチック資源循環戦略
愛媛県食品ロス削減推進計画

（１）食べきり宣言事業所推進事業
　　　　食品ロス削減のため、「食べきり」に、社員一同で取り組む県内事業所を「食べきり宣言事業所」として登録・紹介するとともに、ポスター
　　　　等の啓発資材を掲示することにより、事業所（例：銀行等）を訪れる県民に家庭での取組みを促すなど普及啓発を行った。
　　　・登録事業所数：526事業所（令和４年３月末時点）
（２）食品ロス削減推進店舗制度事業
　　　　食品ロス削減に取り組む県内小売店舗を募集して登録し、その名称や取組内容等を県ＨＰで紹介した。
　　　　また、県民に本制度を広く周知し、食品ロス削減の意識啓発を図るとともに、同推進店の取組みを更に活性化させるため、ＳＮＳ広告を通じ
　　　　た「食品ロス削減推進店の応援企画事業」を実施した。
　　　・登録店舗数：164店舗（令和４年３月末時点）・応援企画参加店舗数：163店舗
（３）ビーチクリーン活動普及促進事業
　　　　海洋プラスチックごみをテーマとする環境学習会に合わせ、海岸清掃活動を実践する体験型イベント（対象：小、中学生）を開催することに
　　　　より、海岸清掃活動への意識啓発を図った。
　　　・日　　時：11月23日（火・祝）
　　　・場　　所：今治市宮窪町
　　　・参加者数：29名（小学生、中学生及び保護者）
（４）プラごみ問題啓発教材作成事業
　　　　子供たちがプラスチックごみ問題を理解し、自発的な行動につなげていくことを目的として、小学校高学年向けの学習教材を作成し、県内
　　　　小学校等へ配布した。
　　　・作成部数：25,000部　・配布先：県内の小学校高学年（５，６年生）ほか
（５）リユース食器導入実証事業
　　　　地元スポーツチームと協力し、各種イベント等でマイバッグやマイボトルの利用を呼び掛けるなど、２Ｒに関する啓発を行った。
　　　　ホームゲームにおけるリユース食器の導入実証については、新型コロナウイルス感染症の影響により中止。
　　　　・啓発実施回数：７回
　　　　・対 象 人 数 ：約1,100人
（６）「愛媛の３Ｒフェア」開催事業
　　　　３Ｒ推進月間に合わせ、認定事業者・団体の優良リサイクル製品や事業所の３Ｒ活動、県民が身近に取組める３Ｒ活動等の紹介を行う
　　　　イベントを開催し、県民に３Ｒ活動に配慮した消費行動の実践を促した。
　　　　・日時：10月２日（土）、３日（日）
　　　　・来場者数：800人
（７）「３Ｒ体験オンラインワークショップ」開催事業
　　　　オンライン配信により３Ｒの取組みを自宅で体験できるワークショップを実施した。
　　　　・日　　時：11月27日（土）
　　　　・内　　容：オンライン配信による３Ｒ体験学習
　　　　　　　　　　①ワークショップ（スノードーム作り）
　　　　　　　　 　 ②３Ｒに関する学習
　　　　・参加人数：６組14名
（８）「わがまちの３Ｒ展」開催事業
　　　　市町等が行う３Ｒ関連イベント等において、優良モデルの普及啓発や市町が取組む３Ｒ活動を紹介する巡回展を開催予定であったが、
　　　　新型コロナウイルス感染症の影響により各種イベントが中止されたため未実施。

事 項 名 ３Ｒ活動推進事業 開始年度 令和元年度

担当部署 循環型社会推進課 終了年度 令和9年度

令和3年度 事業報告書

事 業 名 循環型社会づくりのためのライフスタイル転換促進事業 新規・継続区分 継続



事業番号4

１．目的及び目標（値）

２．概要

３．根拠法令等

４．実施内容等

事 項 名 バイオマス利用拡大事業費 開始年度 令和元年度

担当部署 環境政策課 終了年度 令和9年度

令和3年度 事業報告書

事 業 名 循環型社会づくりのためのライフスタイル転換促進事業 新規・継続区分 継続

(１)目的
　循環型社会づくりのためのライフスタイル転換の促進

(２)目標
・県民１人１日当たり排出量（一般廃棄物）868gの達成

　県民一人ひとりが、従来の大量生産・大量消費型かつワンウェイ型のライフスタイルを見直し、循環を基調とした生活の
豊かさと環境の保全を両立させたライフスタイルへの転換を図っていくため、県民に対し、使用済み天ぷら油を始めとする
バイオマスの利活用に対する啓発を図るとともに、県民がよりバイオマス活用に参加しやすい環境整備に取り組む。

バイオマス活用推進基本法
愛媛県バイオマス活用推進計画

（１）バイオマス活用普及啓発事業
　　　　小・中学生及びその保護者を対象にした出前講座やバイオマス活用動向等に関するセミナーの開催、環境イベント
　　　等へのブース出展等を通じて、県民のバイオマスに関する理解と関心を高めるとともに、地球環境保全への意識啓発
　　　を図った。
      ○バイオマスセミナー
　　　　　日時：令和３年度末に書面開催
　　　○バイオマス啓発ブース出展
　　　　　えひめの３Rフェア（令和３年10月２日、３日）
（２）バイオディーゼル燃料利活用促進事業
　　　　使用済み天ぷら油の回収及びそれを原料とするバイオディーゼル燃料の利用拡大を図るため、企業との連携による
　　　エコポイント制度を実施するほか、普及啓発用車両を活用した普及啓発を行った。
（３）エコライフ推進事業費
　　　　県の環境学習拠点において、一般県民を対象とした3R推進に関する学習プログラム等の実施及び環境学習に関する
　　　相談・指導を行った。
　　　　　環境学習に関する相談・指導　計24件
　　　　　エコライフ推進員派遣業務　　計6件
　　　　　環境学習プログラムの実施　　計6回
　　　　　通年実施プログラム　　　　　計13種
　　　　　期間実施プログラム　　　　　計152回



事業番号5

１．目的及び目標（値）

２．概要

３．根拠法令等

４．実施内容等

令和3年度 事業報告書

事 業 名 100年先もみんな生きものみんなやさしい愛顔推進事業 新規・継続区分 継続

事 項 名 生物多様性普及強化事業費 開始年度 令和元年度

担当部署 自然保護課 終了年度 令和9年度

（1）目的
　生物多様性の重要性の普及及び人材育成の促進
（2）目標
　生物多様性の認識度　60％の達成

高校生による研究や保全活動の発信を通じた普及啓発の強化と、交流学習を通じたネットワーク形成を図るとともに、企業
など多様な主体を生物多様性保全活動に呼び込む体制の構築を図る。

生物多様性基本法
愛媛県環境基本条例
えひめ環境基本計画
第2次生物多様性えひめ戦略

（１）つなげ！えひめの生物多様性高校生チャレンジシップ開催事業
　　○生物多様性保全活動研究発表会（令和３年8月21日（土）JAえひめ中央太陽市内「みなとまちまってる」）
　　　　新型コロナウイルス感染対策として、オンライン開催した。県内高校４校の発表審査及び県外高校３校を招待しての発表
　　　を行い、先進的な研究活動を行っている県外高校生との交流を通じて県内高校生の生物多様性保全活動の活性化、人材育成
　　　を図った。
　　○交流学習会
　　　　新型コロナウイルス感染拡大により中止した。
　　○生物多様性関係研究等の紹介冊子の作成
　　　　生態系保全及び動物生理等の生物多様性に関わる研究の紹介冊子を作成し、参加者等への知識の普及を図った。
（２）生物多様性パートナーシップ推進事業
　　○生物多様性企業参画推進セミナーの開催（WEB研修）
　　　生物多様性と企業活動に関する啓発及び相談支援等を行った。
　　○県、企業、NPO団体のパートナーシップ協定の締結（通年）
　　　保全活動に関心を持つ企業と、保全活動実施団体のマッチングを行った。



事業番号6

１．目的及び目標（値）

２．概要

３．根拠法令等

４．実施内容等

令和3年度 事業報告書

事 業 名 100年先もみんな生きものみんなやさしい愛顔推進事業 新規・継続区分 継続

事 項 名 生物多様性えひめ戦略推進事業費 開始年度 令和元年度

担当部署 自然保護課 終了年度 令和9年度

（1）目的
　生物多様性の重要性の普及及び人材育成の促進
（2）目標
　生物多様性の認識度　60％の達成

県民の生物多様性保全意識の高揚・定着を図るために情報提供を行うとともに、各機関・団体等の活動発表等の機会を設け
ることにより、生物多様性の認知度向上を図る。

生物多様性基本法
愛媛県環境基本条例
えひめ環境基本計画
第2次生物多様性えひめ戦略

（1）生物多様性センターニュースレター事業
    生物多様性に関する特集やイベント案内、生物多様性の保全に向けた取り組みの紹介や生物多様性センターが実施
　　している調査・研究について掲載し、県民の生物多様性保全意識の高揚・定着を図るために情報提供を行った。
　　（年２回）
（2）「えひめの生物多様性フェスティバル」開催事業費
　　ネットワーク会議各機関の活動発表の機会を設け、活動の活性化、人材育成を行うとともに、広く一般県民への普及啓
　発を行った。（令和３年10月２日（土）・３日（日）エミフルMASAKI 参加者：延べ250人）
（3）生物多様性伝承資料作成事業
　　県内各地に点在する生物多様性の恵みを用いた地域伝承的素材について調査し、取りまとめた資料を作成・配布す
　　ることにより、広く一般県民へ普及啓発を行った。
（4）外来生物対策事業
　　外来生物が生物多様性に与える影響等について研修会（令和３年９月22日（水）オンライン開催）を開催するととも
に、パンフレットを作成・配布することにより、広く一般県民へ普及啓発を行った。（参加者：延べ33人）



事業番号7

１．目的及び目標（値）

２．概要

３．根拠法令等

４．実施内容等

令和3年度 事業報告書

事 業 名 100年先もみんな生きものみんなやさしい愛顔推進事業 新規・継続区分 継続

事 項 名 自然観察会開催事業費 開始年度 令和元年度

担当部署 自然保護課 終了年度 令和9年度

（1）目的
　生物多様性の重要性の普及及び人材育成の促進
（2）目標
　生物多様性の認識度　60％の達成

自然環境保全に対する県民意識の高揚を図るため、次代を担う青少年など広く一般県民を対象に、豊かな生態系を育む森林
等において、植樹等の自然再生活動体験や野外学習、環境教育等を行う。

生物多様性基本法
愛媛県環境基本条例
えひめ環境基本計画
第2次生物多様性えひめ戦略
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律

（1）自然観察会開催事業
  自然環境に対する県民の関心を高め、その保全・創出等に県民を挙げて取り組むため、森林等を有する里地里山に活動の
場を求め、広く一般県民を対象に、森が育む野生動植物や大気の浄化、水系など森の恵みについて学び、豊かな生物多様性
が発揮する機能を知ることで、そこに生息・生育する動植物とともに森や里地を保全する活動を実践するための自然観察会
を開催した。（11回開催/延べ311人参加）



事業番号8

１．目的及び目標（値）

２．概要

３．根拠法令等

４．実施内容等

令和3年度 事業報告書

事 業 名 100年先もみんな生きものみんなやさしい愛顔推進事業 新規・継続区分 継続

事 項 名 狩猟免許費 開始年度 令和元年度

担当部署 自然保護課 終了年度 令和9年度

（1）目的
　生物多様性の重要性の普及及び人材育成の促進
（2）目標
　生物多様性の認識度　60％の達成

生物多様性保全上、重要な地域である石鎚山系などの高標高域においても野生鳥獣による自然植生被害が問題となっている
ことから、野生鳥獣による問題を広く普及啓発することを目的として、出前授業等を開催するとともに、パンフレットを作
成し普及啓発に努める。

生物多様性基本法
愛媛県環境基本条例
えひめ環境基本計画
第2次生物多様性えひめ戦略
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律

（1）野生鳥獣被害等対策
　◯野生鳥獣問題と生物多様性の保全及び狩猟の知識・魅力・安全対策等に関するパンフレットを作成し、関係機関に
　　配布。
　○大学の生物系学科、獣医学科、農業高校等３校を対象に出前授業を開催し、野生鳥獣の問題及び狩猟や生物多様性保全
知識
　　の普及啓発を実施。なお、新型コロナウイルス感染拡大状況を鑑みて、２校はオンライン開催。
　　※今治南高等学校（web）、西条農業高等学校（web）、宇和高等学校で実施し、計57名が受講。



事業番号9

１．目的及び目標（値）

２．概要

３．根拠法令等

４．実施内容等

令和3年度 事業報告書

事 業 名 100年先もみんな生きものみんなやさしい愛顔推進事業 新規・継続区分 継続

事 項 名 石鎚山系地域資源活用共生事業費 開始年度 令和元年度

担当部署 自然保護課 終了年度 令和9年度

(１)目的
・地域が主体となって愛媛県の自然の象徴である石鎚山系の自然を学び、親しむことができるアウトドアイベントを開催し、地域住
民に対する石鎚山系の環境保全に関する知識の普及・啓発を図る。
(２)目標
・生物多様性の認識度60％の達成

令和元年度に「えひめさんさん物語」の連携事業として実施した地域住民主体のイベントを継続していくために、愛媛県石鎚山系エ
コツーリズム推進協議会（事務局：愛媛県自然保護課）に対し負担金を支出するもの。
翌年度以降も、引き続き石鎚山系の環境保全に関する知識の普及・啓発を図るため、地域住民や関係機関とも連携して実施してい
く。

自然公園法
エコツーリズム推進法

石鎚山系でのアウトドアイベントの開催
　愛媛県エコツーリズム推進協議会において、「えひめさんさん物語」の継続イベントとして面河地域において地域住民らが中心と
なって次のとおりイベントを開催した。
　【日程】令和３年10月30日（土）
　【場所】愛媛県上浮穴郡久万高原町　面河ダム公園
　【内容】・ハイキング、ノルディックウォーキング、湖畔ヨガ等のエコツアー
　　　　　・生き物教室
　　　　　・地元産品の販売会（マルシェ）等
　【参加者数】478名
　翌年度以降も引き続き、石鎚山系のエコツアー等の自然環境への意識啓発を図ることができるようなイベントを石鎚山系にて地元
が中心となって開催していく。



事業番号10

１．目的及び目標（値）

２．概要

３．根拠法令等

４．実施内容等

令和3年度 事業報告書

事 業 名 100年先もみんな生きものみんなやさしい愛顔推進事業 新規・継続区分 継続

事 項 名 自然公園等管理費 開始年度 令和元年度

担当部署 自然保護課課 終了年度 令和9年度

県立自然公園は指定してから長い年月が経つが、これまでそれらの公園等で具体的な普及啓発等の取組みを行っていなかっ
た。
そのため、県立自然公園の貴重な自然環境等を紹介するパンフレットを作成し、環境啓発イベント等で活用し、広く周知活
動を行うことで、優れた自然の風景地の保護と適正な利用の促進を図るとともに、豊かな自然を将来へ継承する。

県立自然公園７か所から１つ選定し、その地域の自然環境等を紹介するパンフレットを作成。
そのパンフレットを利用し、地域で活動する団体等とも連携して環境啓発イベント（エコツアー等）開催する等、様々な機
会で活用することで、利用者の自然環境保全への意識を向上させるとともに、公園の認知度向上及び利用促進を図る。
　※７年かけて全ての県立自然公園においてパンフレットを作成し、翌年に環境啓発イベント（エコツアー等）を実施す
る。

愛媛県県立自然公園条例
第１条　この条例は、県内にある優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、県民の保
健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的とする。

第３条　県、事業者及び自然公園の利用者は、愛媛県環境基本条例（平成８年愛媛県条例第５号）第３条に定める環境の保
全についての基本理念にのつとり、優れた自然の風景地の保護とその適正な利用が図られるように、それぞれの立場におい
て努めなければならない。

　愛媛県に存在する７ヶ所の自然公園内にある保全すべき自然環境の魅力を広く普及するためのパンフレットを１年１ヶ
所、計７年かけて作成する。令和３年度は皿ヶ嶺連峰県立自然公園のパンフレットを作成した。
【規格】210ｍｍ×100ｍｍ　16ページ　オールカラー
【数量】2,000部
　また、作成したパンフレットを利用し地域住民やこども達にその地域の自然環境の保全の重要性の普及・啓発を行うため
に、前年度にパンフレットを作成した肱川県立自然公園にて次のとおりイベントを開催した。
○環境啓発イベント
①【日程】令和３年７月31日（土）【場所】愛媛県大洲市　丸山公園・道の駅清流の里ひじかわ
　【内容】自然観察会及び自然環境についてのワークショップ　等　【参加者数】27名
②【日程】令和３年８月７日（土）【場所】愛媛県大洲市　丸山公園・道の駅清流の里ひじかわ
　【内容】バードウォッチング及び自然環境についてのワークショップ　等　【参加者数】16名
○パンフレットを活用した通年イベント（フォトコンテスト）
【期間】令和３年８月１日（日）～12月25日（土）　【応募者数】112点


